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１．事象概要

伊方発電所３号機は第１５回定期検査中のところ、３号機使用済燃料ピットにおいて、燃料集合体の
点検をするため、燃料集合体を使用済燃料ピット内で移動させていた際、１月２０日１４時１８分に
燃料集合体落下信号が発信した。

状況を確認したところ、燃料集合体を点検装置ラックに挿入する際に、当該ラックの枠に乗り上げた
ことにより、使用済燃料ピットクレーンの吊り上げ荷重が減少したため、信号が発信したものであり、
燃料集合体は落下していないことを確認した。
その後、燃料集合体を吊上げ、同日１６時１２分、使用済燃料ピット内の所定の保管位置に戻した。

燃料集合体落下信号発信に伴い、設計どおり使用済燃料ピットエリアの排気系統の切り替えが行われ
たことを確認し、同日１６時１７分、同信号をリセットした。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はなかった。
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２．燃料集合体点検作業の概要

 使用済燃料ラック上に設置した専用の点検装置に燃料集合体を挿入し、燃料集合体を吊り下げた状態
で燃料棒の間隙にファイバースコープを挿入することにより、燃料集合体内部の点検を行う作業。

 操作員は、使用済燃料ピットクレーンのブリッジ上から、クレーンの移動、工具の操作により、約
11m下に設置された点検装置ラックに燃料集合体を挿入。

 燃料集合体の４つの面（A面→B面→C面→D面）を確認するため、１面を確認するごとに燃料集合体を
使用済燃料ピットクレーンで吊り上げ、９０度回転させた後に再挿入を行う。

 今回の定期検査では５体の燃料集合体の点検を行うこととしており、本事象は４体目で発生。

点検装置概略図 燃料集合体点検作業要領
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３．調査状況（１／３）
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（１）点検装置

 点検装置ラック開口部の寸法は、使用済燃料ラック（259mmおよび272mm）に対し、248.5mmと小さ
く設定されている。

 点検装置ラックの胴部内寸法は、点検中の燃料集合体の揺れや回転を防止するため、燃料集合体の
外寸（214mm）に対し、隙間を片側2mmに制限した値（218mm）に設定されている。

 使用済燃料ピットの常設の水中照明により、点検装置ラックの操作員側に影ができ、点検装置ラッ
ク開口部が使用済燃料ラックに比べ、見え難い状況であった。
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３．調査状況（２／３）
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（２）作業状況

 過去に３号機第１３回および１４回定期検査にて、合せて２回実施した点検作業であり、作業要領書や作業体
制について、過去２回と変更はなかった。

 作業員については、燃料取扱作業の経験を有する者を配置していた。

 本事象発生の直前の作業（当該燃料集合体Ｃ面の点検）時、燃料集合体を点検装置ラックに挿入しようとし
た際に、燃料集合体下部ノズルが点検装置ラック内側と接触し、燃料集合体の下降が自動停止した。使用済
燃料ピットクレーンの吊荷荷重は、すぐに接触前の荷重に戻った。その後、燃料集合体を一度吊り上げ、セン
タリングに問題ないことを再度確認した後、慎重を期すため、インチング操作により燃料集合体を下降し、点
検装置ラック内に挿入し、C面の点検を行った。

 その後、D面の点検を行うための燃料集合体の点検ラックへの挿入にあたっては、慎重を期すため、C面点

検時同様にインチング操作により燃料集合体を下降させていたが、燃料集合体が点検装置ラックに乗り上げ
て、燃料集合体落下信号が発信した。使用済燃料ピットクレーンの吊荷荷重は、８４２ｋｇから１６７ｋｇに減少
していた。

燃料集合体の点検における作業員の配員 点検装置ラックへの燃料集合体挿入状況（Ｃ、Ｄ面）

観察面（Ｃ面）操作員

操作員 観察面（Ｃ面）

操作員

観察面（Ｄ面）
操作員 観察面（Ｄ面）

Ｃ面観察時

Ｄ面観察時



３．調査状況（３／３）
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（３）燃料集合体の健全性

 燃料集合体の側面および底面について、外観確認を実施し有意な傷、変形等がないことを確認した。

 点検装置ラックに乗り上げた燃料集合体下部ノズル底面については、さらに詳細確認を実施し、有意な傷、
変形等がないことを確認した。

 当該燃料集合体が点検装置ラックに乗り上げた際に当該燃料集合体に作用した荷重を評価し、燃料集合体
の設計において健全性が確認されている荷重に十分な余裕があることを確認した。
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４．今後の調査等工程
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２０２０年

１月 ２月～

原因調査

燃料集合体等の健全性評価

推定原因の分析

再発防止対策の検討

発生時の状況調査

作業管理の状況調査

 今後の原因調査等の工程は以下のとおり。


